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貸借取引貸出し規程 

 

昭和37年４月２日制  定 

平成22年８月５日一部改定 

 

第１章 総    則 

 

（目   的） 

第１条 この規程は、当社が、つぎの各号に掲げる者のうち株式会社日本証券クリアリング機構

（以下「清算機関」という。）の清算資格を有する者に対し、株式会社名古屋証券取引所（以下

｢取引所｣という。）が開設する取引所金融商品市場（以下｢金融商品市場｣という。）において成

立した信用取引等にかかる普通取引その他の金融商品市場取引（以下「金融商品市場取引｣とい

う。）の決済に必要な金銭または有価証券を金融商品市場の決済機構を利用して貸し出す（以下

この貸出しを「貸借取引」という。）場合に必要とする事項を定めるものとする。なお、本規程

中の用語については、本規程中に別段の定めがある場合を除き、金融商品取引に関する法令、

取引所の諸規則または清算機関の諸規則に定める定義が適用されるものとする。 

(1) 株式会社名古屋証券取引所の総合取引参加者またはIPO取引参加者 

(2) 前号に掲げる者であって清算機関の清算資格を有しない者（以下「非清算参加者」という。）

から有価証券等清算取次ぎによる金融商品市場取引の委託を受けた金融商品取引業者 

(3) 非清算参加者から有価証券等清算取次ぎによる金融商品市場取引の委託を受けた登録金融

機関 

（貸借取引契約） 

第２条 この規程により貸借取引を行おうとする者は、あらかじめ当社に別に定める「約諾書」

を差し入れなければならない。 

２．前項の約諾書を差し入れた者（以下「貸借取引参加者」という。）が前条第２号または第３号

に掲げる者に該当する場合においては、当該貸借取引参加者は、前項の約諾書のほか、別に定

める「清算取次貸借取引に関する約諾書」を、あらかじめ当社に差し入れなければならない。 

（貸出しの範囲） 

第３条 第１条の貸出しは、有価証券の価格形成を公正にし、その流通を円滑にするために真に

必要であって、かつ、貸借取引参加者が次の各号に掲げる目的のため必要とする金銭または有

価証券にかぎりこれを行うものとする。 

(1) 貸借取引参加者が行った制度信用取引にかかる金融商品市場取引の決済を行うため 

(2) 貸借取引参加者が行った自己の信用買いまたは信用売りにかかる金融商品市場取引の決済

を行うため 

(3) 貸借取引参加者が行った有価証券等清算取次ぎによる金融商品市場取引（非清算参加者の

顧客の制度信用取引にかかるものまたは非清算参加者の自己の計算において行われるものに

限る。）の決済を行うため 
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(4) 貸借取引参加者が、当社から金銭または有価証券の貸出しを受けないで第１号または前号

に掲げる金融商品市場取引の決済を行った後、当該貸借取引参加者または非清算参加者が引

き続き顧客に対する信用供与を継続するために必要とする金銭または有価証券を調達するた

め 

２．前項の貸出しの対象となる有価証券は、次の各号に掲げる有価証券（以下「株券等」という。）

をいう。 

(1) 内国法人の発行する株券 

(2) 投資信託財産等の一口あたりの純資産額の変動率を特定の指標（金融商品市場における相

場その他の指標をいう。）の変動率に一致させるよう運用する次のもの。 

①金融商品取引法（以下「法」という。）第２条第１項第10号に規定する投資信託の受益証券

（以下「投資信託受益証券」という。） 

②法第２条第１項第10号に規定する外国投資信託の受益証券（以下「外国投資信託受益証券」

という。） 

③法第２条第１項第11号に規定する外国投資証券（以下「外国投資証券」という。） 

（貸借取引の制限等） 

第４条 当社は、次の各号に掲げる場合においては、一部もしくは全部の貸借取引参加者、第７

条に規定する取引区分の一部もしくは全部、または一部もしくは全部の銘柄について、増担保

金の徴収、貸出しの制限もしくは停止、または貸し出している金銭もしくは株券等の返済の請

求を行うことができる。 

(1) 貸借取引参加者の金銭または株券等の借入額がその資力または事業状況に照らして過当と

なるおそれがあり、または過当であると認められるとき 

(2) 特定の銘柄について貸借取引の量が異常に増加し、または増加するおそれがあるとき 

(3) 買占めその他の原因により、特定の銘柄について株券等を調達することが不可能な状態と

なるおそれがあるとき 

(4) 経済状勢の激変その他の事情により、有価証券の相場が暴騰もしくは暴落し、またそのお

それがあるとき 

(5) 前各号のほか、貸借取引の公正、円滑な運営が著しく阻害されるおそれがある場合におい

て、これを防止するため必要と認めるとき 

（制限等の通知） 

第５条 当社は、前条に規定する措置を行おうとするときは、実施日（増担保金の徴収日、貸出

しの制限もしくは停止の日または貸出しの返済を受ける日をいう。）の４日前（取引所の休業日

を除く。以下同じ。）の日までにその旨を貸借取引参加者に通知する。ただし、緊急やむをえな

い場合は、この限りでない。 

（貸借取引を行う銘柄） 

第６条 この規程により貸借取引を行なうことができる株券等の銘柄は、取引所と協議のうえ、こ

れを定める。 

 

第２章 貸出しおよび返済 
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（貸出しの申込み等） 

第７条 貸借取引参加者は、貸借取引により貸出しを受けようとするときは、所定の融資申込票

または貸株等（株券等の貸出しをいう。以下同じ。）申込票に銘柄、株数（投資信託受益証券、

外国投資信託受益証券および外国投資証券の場合には、「口数」と読み替える。以下特に定めの

ないかぎり同じ。）、その他所定の事項を記入して、貸出しを受けようとする日の３日前の日（以

下「貸出申込日」という。）の当社が別に定める時限までに、当社に当該貸出しを申し込まなけ

ればならない。 

２．前項の場合において、貸借取引参加者は、当該貸出し申込みが、顧客の制度信用取引にかか

る貸借取引分（以下「貸借取引顧客取引分」という。）、自己の信用買いもしくは信用売りにか

かる貸借取引分（以下「貸借取引自己取引分」という。）、有価証券等清算取次ぎによる非清算

参加者の顧客の制度信用取引にかかる貸借取引分（以下「清算取次貸借取引顧客取引分」とい

う。）または有価証券等清算取次ぎによる非清算参加者の自己の計算において行われる金融商品

市場取引にかかる貸借取引分（以下「清算取次貸借取引自己取引分」という。）のうち、いずれ

の取引区分にかかる貸借取引の申込みであるかを明示して申し込まなければならない。 

３．前項の場合において、貸借取引参加者は、清算取次貸借取引顧客取引分または清算取次貸借

取引自己取引分について、当該貸出しの申込みが、いずれの非清算参加者の委託に基づく有価

証券等清算取次ぎにより金融商品市場取引にかかる申込みであるかを明示しなければならない。 

４．第２項の清算取次貸借取引顧客取引分または清算取次貸借取引自己取引分については、当該

取引参加者が当該非清算参加者の委託を受けてその計算において行なうものとし、かつ、当該

非清算参加者が当該貸借取引参加者を代理して貸出しの申込みを行うものとする。 

５．当社は、貸借取引参加者ごとに貸借取引顧客取引分、貸借取引自己取引分、清算取次貸借取

引顧客取引分および清算取次貸借取引自己取引分を区分して管理するものとし、さらに清算取

次貸借取引顧客取引分および清算取次貸借取引自己取引分については、非清算参加者ごとに区

分して管理するものとする。 

（返済の申込み） 

第８条 貸借取引参加者は、貸借取引により貸出しを受けた金銭または株券等を返済しようとす

るときは、所定の融資返済申込票または貸株等返済申込票に銘柄、株数、その他所定の事項を

記入して、返済を行う日の３日前の日（以下[返済申込日]という。）の当社が別に定める時限ま

でに、当社に当該返済を申し込まなければならない。 

２．前項の場合において、貸借取引参加者は、当該返済申込みが、貸借取引顧客取引分、貸借取

引自己取引分、清算取次貸借取引顧客取引分または清算取次貸借取引自己取引分のうち、いず

れの取引区分にかかる貸借取引の返済申込みであるかを明示して申し込まなければならない。 

３．前項の場合において、貸借取引参加者は、清算取次貸借取引顧客取引分または清算取次貸借

取引自己取引分について、当該返済申込みが、いずれの非清算参加者にかかる取引分の申込み

であるかを明示しなければならない。 

４．清算取次貸借取引顧客取引分または清算取次貸借取引自己取引分にかかる返済の申込みは、

当該貸借取引の委託者である非清算参加者が当該貸借取引の受託者である貸借取引参加者を代

理して申し込むものとする。ただし、非清算参加者が貸借取引参加者を代理して申し込むこと



 

 － 4 －

が適当でないと認められる場合は、この限りでない。 

（申込み日時等の変更） 

第９条 当社は、金融商品市場取引の決済日の変更等により必要がある場合は、あらかじめ貸借

取引参加者に通知して、前２条に規定する申込み日時または貸借取引による貸出しを行う日（以

下「貸出日」という。）および貸借取引による貸出しの返済を受ける日（以下｢返済日｣という。）

を変更することができる。 

（返済方法） 

第10条 貸借取引参加者は、貸借取引により貸出しを受けた金銭を返済しようとするときは第19

条に規定する融資担保株券等の売却代金、株券等を返済しようとするときは第19条に規定する

貸株等代り金により買付けた株券等により、これを行うことができる。 

（返済期日） 

第11条 この規程による貸借取引の返済期日は貸出日の翌日（取引所の休業日に当るときは、順

次繰り下げる。以下同じ。）とする。ただし、第４条に規定する返済の請求を行う場合または貸

借取引参加者が期限の利益を喪失した場合を除き、貸出しを受けている貸借取引参加者が第８

条に規定する返済申込みを行わない場合または貸出しの一部についてのみ第８条に規定する返

済申込みを行う場合には、当該貸借取引参加者は、返済申込みを行っていない部分の貸出しを

返済し、あらためて第７条に規定する貸出し申込みを行ったものとみなす。 

２．前項ただし書きの場合において、貸借取引参加者は、顧客の制度信用取引、自己の信用買い

もしくは信用売りまたは有価証券等清算取次ぎにかかる金融商品市場取引成立の日の６か月目

の応当日（応当日がないときはその月の末日とし、応当日が休業日にあたるときは順次繰り上

げる。）から起算して４日目（取引所の休業日を除く。）の日をこえて、貸借取引により、当該

金融商品市場取引にかかる金銭または株券等を借り入れることができない。 

（貸株等超過の場合の措置） 

第12条 当社は、貸出日における貸株残高株数等（第15条に規定する貸出株券等の残高の数量を

いう。以下同じ。）が融資残高株数等（第19条に規定する融資担保株券等の残高の数量をいう。

以下同じ。）を超過することとなる銘柄については、別に定める日時までにその超過する数量（以

下「超過株数等」という。）を発表し、超過株数等の範囲内で当該銘柄について、貸株等返済の

追加申込み（貸株等申込みの取消しを含む。）および融資の追加申込み（融資返済申込みの取消

しを含む。）を受け付けるものとし、これによってもなお貸株等超過（超過株数等が生じている

状態をいう。以下同じ。）が解消しない場合には、当社が別に定める方法により株券等を調達し

て、これを貸し出すものとする。 

（融資返済の延期） 

第13条 当社は、貸し出す株券等の調達が著しく困難または不可能となるおそれがある場合には、

貸借取引の円滑な運営が阻害されることを防止するため必要と認める範囲において、第10条に

規定する方法によらない融資の返済申込みを延期させ、また必要があるときは第10条に規定す

る方法による融資の返済申込みを延期させることができる。 

２．前項の措置を行おうとするときは、第５条の規定を準用する。 
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（貸出しに関する通知） 

第14条 当社は、貸出申込日または返済申込日（以下「申込日」という。）の翌日までに、貸借取

引にかかる貸出金額または貸出し株数、当社が担保として受入れる第19条に規定する融資担保

株券等の株数または貸株等代り金の額、その他所要の事項を貸借取引参加者に通知する。 

２．前項の通知を受けた貸借取引参加者は、その内容に疑義があるときは、直ちにその旨を当社

に申し出なければならない。 

３．当社は、申込日または貸株等超過が生じた日の翌日までに、第16条による金銭または株券等

の授受にかかる所要の事項を清算機関に通知するものとし、当該通知を行ったときに、当該申

込日または貸株等超過が生じた日から起算して４日目の日に決済が行われるすべての取引につ

いて、貸借取引にかかる約定が成立するものとする。ただし、貸借取引については、第４条に

基づき当社が承諾しない旨通知した取引を除くものとする。 

４．前項により約定の成立した貸借取引については、民法第589条の適用がないものとする。 

（貸出金額および貸借値段等） 

第15条 当社は銘柄ごとに、毎日、当日の当該銘柄の金融商品市場における普通取引の最終値段

を基準として、別に定める方法により貸借値段を定める。 

２．貸借取引による貸出金額および貸出株券等の価額は、貸出し申込日における当該銘柄の貸借

値段に申込株数（第11条第１項ただし書きに規定するみなしの貸出し申込に基づく申込株数を

含む。）を乗じた額とする。 

３．貸借取引の返済期日に当社が貸借取引参加者から返済を受ける貸出金額および貸出株券等の

価額は、貸出し申込日の翌日における当該銘柄の貸借値段に返済株数を乗じた額とする。 

（金銭および株券等の授受） 

第16条 当社は、貸借取引による金銭または株券等の貸出しおよび返済の受領ならびに第19条に

規定する融資担保株券等または貸株等代り金の徴収および返戻を、金融商品市場の決済機構を

利用して行うものとする。 

２．前項の場合において、当社は、同一貸借取引参加者との間で、同一日に同一の株券等の銘柄

に関し当社の払出と当社の受領にかかる取引が存する場合は、当該株券等の銘柄にかかる金銭

または株券等の受渡金額または受渡株数を差引計算したうえでその差引額または差引株数のみ

を授受することができるものとする。 

３．前２項の規定にかかわらず、当社は、金融商品市場の決済機構を利用して金銭または株券等

の授受を行うことが不可能な場合または当社が取引所および清算機関と協議のうえ別の方法に

より金銭または株券等の授受を行うことが適当と認める場合は、当該決済機構を利用しないで

これを行うことができるものとする。 

（更新差金） 

第17条 当社は、貸出し申込日の翌日における貸借値段と貸出し申込日における貸借値段を比較

して差額を生じたときは、その差額に相当する貸借取引による貸出金額および貸出株券等の価

額の増減分（以下「更新差金」という。）を、貸出日の翌日に当該貸借取引参加者と授受する。 
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第３章 担保および金利 

 

（貸借担保金および増担保金） 

第18条 この規程により貸出しを受ける貸借取引参加者は、当該貸出金額または貸出し株券等の

価額に当社が別に定める率を乗じた額の金銭（以下「貸借担保金」という。）を、貸出日の正午

までに当社に差し入れなければならない。 

２．前項に規定する貸借担保金は、当社が別に定めるところにより、有価証券をもって代用する

ことができる。 

３．当社は、前項の規定により差し入れられた有価証券（以下「貸借担保金代用有価証券」とい

う。）を任意に当社の債務の担保に差し入れることができるものとする。 

４．前３項の規定は、第４条に規定する増担保金についてこれを準用する。ただし、貸借取引の

公正、円滑な運営を行うために当社が必要と認めるときは、第２項の規定を準用しないことが

ある。 

（融資担保株券等および貸株等代り金） 

第19条 この規程により金銭の貸出しを受ける貸借取引参加者は、貸出金額に相当する株券等（以

下「融資担保株券等」という。）を、株券等の貸出しを受ける貸借取引参加者は、貸出株券等の

価額に相当する金銭（以下「貸株等代り金」という。）を、当該貸借取引の担保として貸出日に、

当社に差し入れるものとし、当社は、融資担保株券等または貸株等代り金を当該貸借取引の返

済期日に貸借取引参加者に返戻するものとする。 

２．当社は、前項の規定により差し入れられた融資担保株券等を任意に貸出し、もしくは担保に

差し入れ、または当該株券の株券等に表示される権利に付随する権利を行使することができる

ものとする。 

３．当社は、融資担保株券等を返戻するときは、受け入れた株券等と同銘柄、同数量の株券等を

返戻すれば足りるものとする。 

４．第２項の規定により行使する権利の処理等に要する費用は貸借取引参加者の負担とし、その

料率は別に定める。 

（権利の授受） 

第20条 当社は、融資担保株券等および貸出し株券等にかかる株式に付随する剰余金の配当もし

くは株式分割等による株式を受ける権利等または次の各号に掲げる権利については、当該権利

の帰属する者を確定するための基準日において、金銭の貸出しを受けている貸借取引参加者に

は当該権利を移転し、株券等の貸出しを受けている貸借取引参加者にはこれを提供させるもの

とする。ただし、当該権利の授受に代え、取引所と協議のうえ、別に定めるところにより当該

権利の処理を行うことができる。 

(1) 投資信託受益証券の受益権に付随する収益分配その他に関する権利 

(2) 外国投資信託受益証券の受益権に付随する権利であって第１号の投資信託受益証券の受益

権に付随する権利と同じ性質を有すると認められる権利 

(3) 外国投資証券の投資口に付随する金銭の分配その他に関する権利であって投資証券の投資

口に付随する権利と同じ性質を有すると認められる権利 
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（担保有価証券の瑕疵） 

第21条 当社は、融資担保株券等、貸借担保金代用有価証券および増担保金の代用有価証券につ

いて、瑕疵のあることを発見した場合には、当該貸借取引参加者に遅滞なく当該有価証券の差

換えを行なわせるものとする。 

（特定代用有価証券の分別管理） 

第21条の２ 貸借取引参加者は、貸借取引顧客取引分または清算取次貸借取引顧客取引分に関し、

顧客から預託を受けた信用取引保証金代用有価証券または非清算参加者から預託を受けたその

顧客の信用取引保証金代用有価証券（法の定めるところにより、貸借取引参加者または非清算

参加者が当該有価証券を担保に供することにつき、当該顧客から書面による同意を得たものに

限る。（以下「特定代用有価証券」という。）を当社に貸借担保金代用有価証券または増担保金

の代用有価証券として担保に差し入れる場合には、当該担保が特定代用有価証券であることを

明示しなければならない。 

２．当社は、前項の規定により貸借取引参加者から担保として差し入れられた特定代用有価証券

（以下「特定代用有価証券担保」という。）を当該貸借取引参加者との間で行う貸借取引顧客取

引分以外の取引または清算取次貸借取引顧客取引分（当該特定代用有価証券を当該貸借取引参

加者に預託した非清算参加者にかかるものに限る。）以外の取引にかかる有価証券と明確に区分

して管理する。 

（担保の処分等） 

第22条 当社は、貸借取引参加者がこの規程による債務を履行しないときは、通知または催告を

しないで、この規程の定めるところにより当該貸借取引参加者が差し入れた金銭および有価証

券または当該貸借取引参加者に対して払出すことを予定していた金銭および有価証券（第14条

第４項により清算機関に通知を行ったものを除く。）を、当該貸借取引参加者に払出すことなく、

当該貸借取引参加者の当社に対する債務の弁済に充当することができる。この場合、有価証券

については、換価処分してその代金を当該債務の弁済に充当し、または代物弁済として時価相

当額で当該債務に充当することができる。 

２．当社は貸借取引参加者とあらかじめ、前項の場合において、貸借取引顧客取引分に関する特

定代用有価証券担保については当該貸借取引参加者の当社に対する貸借取引顧客取引分以外の

取引に関する債務の弁済に充当しないこととする契約を、清算取次貸借取引顧客取引分に関す

る特定代用有価証券担保については当該貸借取引参加者の当社に対する清算取次貸借取引顧客

取引分（当該特定代用有価証券を当該貸借取引参加者に預託した非清算参加者にかかるものに

限る。）以外の取引に関する債務の弁済に充当しないこととする契約を結ぶことがある。 

３．貸借取引参加者は、前２項の規定による債務の弁済充当が行われたため担保に不足が生じた

場合には、その不足額を遅滞なく補充しなければならない。 

（金利、貸株料、品貸料および遅延損害金） 

第23条 当社は、金銭の貸出しを受けた貸借取引参加者から、貸出金に対する金利（以下「融資

金利」という。）を、貸出日から返済日まで徴収する。ただし、第11条第１項ただし書きの規定

により返済とみなされた貸出金にかかる当該返済日における融資金利は生じないものとし、次

項および第３項においても、これに準じて取り扱うものとする。 
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２．当社は、株券等の貸出しを受けた貸借取引参加者に貸株代り金等に対する金利（以下「貸株

等代り金金利」という。）を、貸出日から返済日まで支払う。 

３．当社は、株券等の貸出しを受けた貸借取引参加者からは、貸出株券等に対する貸付料（以下

「貸借取引貸株料」という。）を、貸出日から返済日まで徴収する。 

４．当社は、貸株残高株数等が融資残高株数等を超過した銘柄について、その日に株券等の貸出

しを受けている貸借取引参加者から品貸料を徴収し、その日に金銭の貸出しを受けている貸借

取引参加者には当該貸株料の範囲内で品貸料を支払う。 

５．融資金利、貸株等代り金金利、貸借取引貸株料および前項の品貸料は、当社が、毎日これを

計算して徴収し、または支払うものとする。 

６．融資金利、貸株等代り金金利、貸借取引貸株料および第4項の品貸料は、当社が、別にこれを

定め、貸借取引参加者に通知する。 

７．当社は、貸借取引参加者がこの規程に定める債務を履行しなかった場合には、当社が受領す

るはずであった元本金額または株券等の価額に対し、別に定める割合による遅延損害金を、当

該履行期日の翌日から弁済の日まで徴収するものとする。 

 

第４章 雑   則 

 

（決済に関する特別措置） 

第24条 当社は、この規程による貸借取引において、天災地変、戦争動乱、経済事情の激変、取

引所における売買の停止または制限、品不足、その他やむをえない事由により決済が不可能ま

たは著しく困難となるおそれがあると認めるときは、取引所および清算機関と協議のうえ、一

部または全部の銘柄について、別にその方法、条件を定めて決済を行なうことができる。 

（細目等） 

第25条 当社は、この規程に定めのない事項で実施に必要な細目およびこの規程の一部改廃につ

いては、あらかじめこれを貸借取引参加者に通知する。 

 

付    則 

１．この改定規程は平成10年12月１日から実施する。 

２．前記実施日において、弁済が行われていない弁済繰延期限を３カ月とする制度信用取引にか

かる貸借取引の取扱いについては、なお従前の例による。 

 

付    則 

 この改定規程は平成11年３月１日から実施する。ただし、平成11年３月25日までの間において

は、第７条第２項および第８条第２項ならびに第21条の２第１項の規定は第22条第２項に定める

契約を締結した会員に限り適用する。 

 

付    則 

 この改定規程は平成21年１月５日から実施する。 


